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１【連結財務諸表等】 
 (1)【連結財務諸表】 
  ①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 ※9  33,120 ※9  36,291

コールローン及び買入手形 5,000 －

商品有価証券 136 186

金銭の信託 1,738 1,723

有価証券 ※1, ※9, ※16  96,131 ※1, ※9, ※16  101,143

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, 

※10  446,865

※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, 

※10  443,190

外国為替 40 33

リース債権及びリース投資資産 3,873 3,418

その他資産 ※9  10,556 ※9  8,312

有形固定資産 ※12, ※13  13,548 ※12, ※13  13,971

建物 5,747 6,113

土地 ※11  6,974 ※11  6,859

建設仮勘定 306 －

その他の有形固定資産 519 999

無形固定資産 645 913

ソフトウエア 538 806

その他の無形固定資産 106 107

繰延税金資産 6,063 5,960

支払承諾見返 1,134 883

貸倒引当金 ※8  △7,836 ※8  △8,249

資産の部合計 611,017 607,779

負債の部   

預金 ※9  572,093 569,249

借用金 ※14  1,053 ※14  1,062

社債 ※15  4,000 ※15  3,700

その他負債 6,537 3,556

退職給付引当金 2,201 2,245

役員退職慰労引当金 158 199

睡眠預金払戻損失引当金 44 46

利息返還損失引当金 2 2

再評価に係る繰延税金負債 ※11  1,098 ※11  1,098

負ののれん 1,256 1,131

支払承諾 1,134 883

負債の部合計 589,580 583,176

─ 45 ─



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

資本金 18,127 18,127

資本剰余金 5,688 5,688

利益剰余金 388 777

自己株式 △13 △13

株主資本合計 24,191 24,579

その他有価証券評価差額金 △3,540 △727

土地再評価差額金 ※11  616 ※11  616

評価・換算差額等合計 △2,923 △110

少数株主持分 169 134

純資産の部合計 21,437 24,603

負債及び純資産の部合計 611,017 607,779

─ 46 ─

















































































２【財務諸表等】 
 (1)【財務諸表】 
  ①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 33,067 36,240

現金 11,141 10,867

預け金 ※9  21,926 ※9  25,372

コールローン 5,000 －

商品有価証券 136 186

商品国債 － 40

商品地方債 136 146

金銭の信託 1,738 1,723

有価証券 ※1, ※9  96,398 ※1, ※9  101,535

国債 47,536 50,822

地方債 4,568 1,060

社債 ※16  15,728 ※16  19,493

株式 6,532 6,521

その他の証券 22,033 23,636

貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, 

※10  449,989

※2, ※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, 

※10  445,884

割引手形 ※6  2,429 ※6  1,858

手形貸付 43,640 44,272

証書貸付 363,866 347,465

当座貸越 40,052 52,287

外国為替 40 33

外国他店預け 40 33

買入外国為替 0 －

その他資産 7,986 5,967

未決済為替貸 74 63

未収収益 3,025 738

金融派生商品 0 2

その他の資産 ※9  4,886 ※9  5,163

有形固定資産 ※12, ※13  13,522 ※12, ※13  13,943

建物 5,747 6,112

土地 ※11  6,961 ※11  6,846

建設仮勘定 306 －

その他の有形固定資産 506 984

無形固定資産 618 880

ソフトウエア 513 774

その他の無形固定資産 104 105

繰延税金資産 5,841 5,841

支払承諾見返 1,134 883

貸倒引当金 ※8  △6,457 ※8  △7,200

資産の部合計 609,016 605,918

─ 86 ─



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

預金 ※9  572,990 569,945

当座預金 7,037 7,712

普通預金 176,074 181,830

貯蓄預金 2,713 2,553

通知預金 1,278 1,657

定期預金 368,801 362,372

定期積金 13,609 10,674

その他の預金 3,474 3,144

借用金 500 500

借入金 ※14  500 ※14  500

社債 ※15  4,000 ※15  3,700

その他負債 5,474 2,772

未決済為替借 63 54

未払法人税等 62 61

未払費用 4,045 1,524

前受収益 376 336

従業員預り金 29 27

給付補てん備金 73 50

金融派生商品 0 3

その他の負債 822 713

退職給付引当金 2,193 2,238

役員退職慰労引当金 154 193

睡眠預金払戻損失引当金 44 46

再評価に係る繰延税金負債 ※11  1,098 ※11  1,098

支払承諾 1,134 883

負債の部合計 587,590 581,377

純資産の部   

資本金 18,127 18,127

資本剰余金 5,688 5,688

資本準備金 5,688 －

その他資本剰余金 － 5,688

利益剰余金 539 839

利益準備金 301 301

その他利益剰余金 238 538

別途積立金 3,400 －

繰越利益剰余金 △3,161 538

自己株式 △13 △13

株主資本合計 24,342 24,642

その他有価証券評価差額金 △3,532 △718

土地再評価差額金 ※11  616 ※11  616

評価・換算差額等合計 △2,916 △101

純資産の部合計 21,426 24,540

負債及び純資産の部合計 609,016 605,918
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平成21年６月11日

株式会社 福島銀行 

 

  

 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社福島銀行及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  橋  本  俊  光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  谷  藤  雅  俊  ㊞ 

─ 111 ─



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社福島銀

行の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、株式会社福島銀行が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月10日

株式会社 福島銀行 

 

  

 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社福島銀行及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  深  田  建 太 郎  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  谷  藤  雅  俊  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社福島銀

行の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、株式会社福島銀行が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月11日

株式会社 福島銀行 

 

  

 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第143期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社福島銀行の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

 

独立監査人の監査報告書
 

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  橋  本  俊  光  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  谷  藤  雅  俊  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月10日

株式会社 福島銀行 

 

  

 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社福島銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第144期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社福島銀行の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

 

独立監査人の監査報告書
 

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  深  田  建 太 郎  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  谷  藤  雅  俊  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月23日 

【会社名】 株式会社福島銀行 

【英訳名】 THE FUKUSHIMA BANK，LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長 紺 野 邦 武 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 福島県福島市万世町２番５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社福島銀行 大宮支店 

  (埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 

   大宮アネックスビル４階) 

 

 

（注）大宮支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で

はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所とし

ております。 



（１）当行取締役社長紺野邦武は、金融商品取引法令に基づく、当行の財務報告に係る内部統制の整備・運

用についての責任を有しております。 

（２）当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並

びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」（平成19

年２月15日 企業会計審議会）に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。 

（３）内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的

を合理的な範囲で達成しようとするものであり、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」

Ⅰ．内部統制の基本的枠組み ３．内部統制の限界 に記載のとおり、財務報告に係る内部統制により

財務報告の虚偽記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。 

  

（１） 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日 

平成22年３月31日 

（２） 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準 

財務報告に係る内部統制の評価に当たり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制評

価の基準に準拠しております。 

（３） 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要 

財務報告に係る内部統制の評価に当たり、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部

統制の評価（以下「全社的な内部統制の評価」という。）を行った上で、その結果を踏まえて、評価

対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務

プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制

上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っ

ております。 

（４） 財務報告に係る内部統制の評価の範囲 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲につきましては、当行並びに連結子会社及び持分法適用関連

会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内

部統制の評価範囲としました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金

額的及び質的影響の重要性を考慮し、当行並びに連結子会社及び持分法適用関連会社を対象として行

った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定

しました。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の連結経常

収益（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結経常収益

の概ね３分の２に達している当行を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点におい

ては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「預金」、「貸出金」、「有価証券」に至る業

務プロセスを評価の対象としております。また、財務報告への影響を勘案して、選定した重要な事業

拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高

く、見積りや予測を伴う重要性の高い勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行ってい

る事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし

て評価対象にしております。 

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】



  

上記の評価手続きを実施した結果、評価基準日である平成22年3月31日現在の当行の財務報告に係る

内部統制は有効であると判断しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月23日 

【会社名】 株式会社福島銀行 

【英訳名】 THE FUKUSHIMA BANK，LTD． 

【代表者の役職氏名】 取締役社長 紺 野 邦 武 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 福島県福島市万世町２番５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社福島銀行 大宮支店 

  (埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 

   大宮アネックスビル4階) 

 

 

（注）大宮支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で

はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所とし

ております。 



当行取締役社長紺野邦武は、当行の第144期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有価証

券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


